
お
や
こ
農
業
ス
ク
ー
ル  

参
加
者

▼
対
象
＝
市
内
の
小
学
校
高
学
年
（
４
～

６
年
生
）
の
児
童
と
そ
の
保
護
者　

▼
日

時
＝
平
成
27
年
１
月
18
日
（
日
）
午
前
10

時
～
午
後
2
時　

▼
内
容
＝
農
作
業
や
調

理
加
工
な
ど
の
体
験
を
通
し
て
、
食
を
支

え
て
い
る
農
業
の
大
切
さ
や
、
田
原
市
の

農
業
お
よ
び
農
畜
産
物
に
対
す
る
理
解
を

深
め
ま
す
。　

▼
定
員
＝
10
組
（
１
家
族

３
名
ま
で
／
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽

選
）　

▼
参
加
費
＝
1
人
５
０
０
円　
　

▼
場
所
＝【
イ
チ
ゴ
狩
り
と
野
菜
収
穫
】中

山
町
の
農
園【
調
理
体
験
】田
原
市
渥
美
文

化
会
館
料
理
研
修
室　

▼
申
し
込
み
＝
12

月
16
日（
火
）
ま
で
に
電
話
に
て
（
平
日

午
前
９
時
～
５
時
）　

▼
主
催
＝
田
原
市

青
年
農
業
士
会
、
田
原
市
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ー

マ
ー
育
成
会
議　

▼
愛
知
県
田
原
農
業
改
良
普
及
課（
柴
田
）

☎
22
局
０
３
８
１生

活

LIFE

年
末
の
交
通
安
全
県
民
運
動

12
月
１
日
月
～
10
日
水

 
  

年
末
年
始
を
迎
え
る
こ
の
時
期
は
、
最

も
交
通
事
故
が
多
発
す
る
時
期
で
す
。

　

飲
酒
運
転
は
絶
対
に
や
め
、
思
い
や
り

あ
る
運
転
で
交
通
事
故
を
な
く
し
ま
し
ょ

う
。◉

運
動
重
点

◦
飲
酒
運
転
を
根
絶
し
よ
う

◦
子
ど
も
と
高
齢
者
を
交
通
事
故
か
ら

守
ろ
う

◦
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
中
・
自
転

車
乗
車
中
の
交
通
事
故
を
な
く
そ
う

◦
す
べ
て
の
座
席
で
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
を
正
し
く
着
用

し
よ
う

▼
市
民
協
働
課

☎
23
局
３
５
０
４

23
局
０
１
８
０

年
末
の
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
県
民
運
動

12
月
１
日
月
～
２０
日
土

　

12
月
は
年
の
瀬
を
控
え
、
犯
罪
が
お
こ

り
や
す
い
時
期
で
す
。

　

ま
た
、
市
内
で
は
自
動
車
や
オ
ー
ト
バ

イ
、
自
転
車
な
ど
の
車
両
を
対
象
と
し
た

窃
盗
犯
罪
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
防
ぐ
た
め
、
年
末
に
む
け
て
、

地
域
の
皆
さ
ん
と
防
犯
協
会
、
警
察
、
市

が
協
力
し
あ
い
、
犯
罪
を
未
然
に
防
ぐ
活

動
を
強
化
し
て
展
開
し
ま
す
。
皆
さ
ん
一

人
ひ
と
り
が
防
犯
意
識
を
高
め
な
が
ら
、

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ

し
ま
し
ょ
う
。

◉
運
動
の
重
点

◦
住
宅
を
対
象
と
し
た
侵
入
盗
の
防
止

【
年
間
取
組
事
項
】

◦
ひ
っ
た
く
り
な
ど
街
頭
で
発
生
す
る
犯

罪
の
防
止

◦
子
ど
も
と
女
性
の
犯
罪
被
害
の
防
止

◦
振
り
込
め
詐
欺
な
ど
特
殊
詐
欺
の
被
害

防
止

▼
市
民
協
働
課

☎
23
局
３
５
０
４

23
局
０
１
８
０

人
権
週
間

12
月
４
日
水
～
10
日
火

　

人
権
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
生
命

や
自
由
・
平
等
を
保
障
し
、
日
常
生
活
を

支
え
て
い
る
大
切
な
権
利
で
す
。

　

日
常
生
活
を
振
り
返
っ
て
、「
他
人
の

権
利
を
侵
し
て
い
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う

か
」「
自
分
の
人
権
が
侵
さ
れ
て
い
な
い

だ
ろ
う
か
」
な
ど
、
身
近
な
こ
と
か
ら
人

権
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

日
ご
ろ
の
生
活
の
中
で
お
困
り
の
方

は
、
お
近
く
の
人
権
擁
護
委
員
ま
た
は
法

務
局
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
名
古
屋
法
務
局
豊
橋
支
局

☎（
０
５
３
２
）54
局
９
２
７
８

（
０
５
３
２
）54
局
９
２
８
０

縦
覧

IS
P
EC
TIO
N
  FO

R
  P
U
B
LIC

　

 

豊
橋
田
原
ご
み
処
理
施
設
整
備
事
業

に
係
る
計
画
段
階
環
境
配
慮
書（
案
）　
　

　

豊
橋
田
原
ご
み
処
理
広
域
化
計
画
に

基
づ
き
推
進
し
て
い
る
ご
み
処
理
施
設
整

備
事
業
の
計
画
段
階
に
お
い
て
、
環
境
保

全
に
配
慮
す
べ
き
事
項
の
案
の
縦
覧
を
行

い
ま
す
。

▼
縦
覧
期
間
＝
11
月
19
日
（
水
）
～
12
月

18
日
（
木
）　

▼
縦
覧
時
間
＝
市
役
所
執

務
時
間
中　

▼
縦
覧
場
所
＝
清
掃
管
理
課

（
市
役
所
南
庁
舎
2
階
）
※
期
間
中
は
、

豊
橋
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
縦
覧
で
き
ま

す
。　

▼
そ
の
他
＝
こ
の
配
慮
書
の
案
に

つ
い
て
意
見
の
あ
る
方
は
、
縦
覧
期
間
満

了
の
日
ま
で
に
、
住
所
、
氏
名
、
意
見
を

記
入
し
た
意
見
書
（
様
式
自
由
）
を
、
豊

橋
市
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
豊
橋
市
環
境
部
施
設
課

（
〒
４
４
１-

３
１
２
５ 

豊
橋
市
豊
栄
町

字
西
５
３
０
）

☎（
０
５
３
２
）
46
局
５
３
０
４

▼
清
掃
管
理
課　

☎
23
局
３
５
８
３

23
局
０
１
８
０
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